
４平成 28 年 10 月 1 日　広報ふっさ　No.960毎週水曜日は一部午後8時まで開庁時間を延長しています
「
ご
近
所
で
手
を
取
り
合
っ
て
助
け
合
い
」 

町
会
・

自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　自宅や会社、学校に次ぐ第３の居場所と呼ば

れる「子ども食堂」。これは、貧困や生活の多様

化により家庭や地域の中で孤立する子どもたちを

「食」から地域で支えようと始まった取り組みで

す。居場所はなぜ必要か、地域にはどのような効

果があるか、事例をもとに探っていきます。

①地域の居場所づくり「はちおうじ子ども食堂」

　学生が主体となって運営している「はちおう

じ子ども食堂」の事例紹介です。

【日時】10 月 22 日午後 2時～ 4時

②地域の居場所づくり「あつぎえんぴつの会」

　さまざまな事情で義務教育を受けられなかっ

た方に「自主夜間中学」として勉強を教えてい

る活動の事例紹介です。

【日時】11 月 5 日午後 2時～ 4時

③地域の居場所づくり「ここ、あいてますよ。ディ

スポー二ブル（自由に利用可能）な場をつくる」

　居場所づくりの実践を通して、居場所づくり

の必要性と望ましい形について考えていきます。

【日時】11 月 20 日午後 2時～ 4時

〈①②③共通〉

【場所】輝き市民サポートセンター

【対象】市民活動をしている方、またはこれから活

動を始めたい方※ 3回すべて参加できなくても可。

【定員】各回先着 30 人

【講師】碓井健寛氏（創価大学経済学部准教授）ほか

【企画】ＮＰＯ法人ヒューマンケア

【申込み】10 月 4 日から、輝き市民サポートセ

ンターおよび公共施設に設置してある申込書を

持参し直接窓口または電話、ファクスで輝き市

民サポートセンター☎・ 551・0166 へ。

　

　

　都道五日市街道の拡幅計画「福生都市計画

道路 3・3・3の 1号（現 3・4・3の 1号）新

五日市街道線（福生市大字熊川）」の建設事

業に関し、都市計画変更案・環境影響評価書

案の縦覧及び説明会を、次のとおり行います。

〈都市計画変更案の縦覧〉

【都市計画変更内容】都市計画道路の幅員の

拡幅変更など

【縦覧期間】10 月 21 日～ 11 月 4 日午前

9 時～正午、午後 1 時～ 5 時（土・日・祝 

日を除く）

【縦覧場所】市役所第一棟 3 階

まちづくり計画課、東京都庁第

二本庁舎 21 階北側東京都都市

整備局都市づくり政策部都市計

画課

【意見書の提出】10 月 21 日～ 11 月 4 日

の間に持参、郵送（必着）で〒 163-8001

新宿区西新宿 2-8-1 東京都都市整備局都

市づくり政策部都市計画課計画監理担当 

（☎ 03・5388・3225）へ。

〈環境影響評価書案の縦覧・閲覧〉

【縦覧期間】10 月 21 日～ 11 月 21 日午

前 9時 30 分～午後 4時 30 分（土・日・祝日 

を除く）

【縦覧場所】市役所第一棟 3階まちづくり計

画課、東京都庁第二本庁舎 23階南側東京都

環境局総務部環境政策課、立川合同庁舎 3階

東京都多摩環境事務所管理課

【閲覧期間】10 月 21日～ 11月 20日午前

9時 30分～午後 4時 30分（月曜日を除く）

【閲覧場所】福東会館（大字熊川 1662-7）

【意見書の提出】10 月 21 日～ 12 月 5 日

の間に事業名、住所、氏名及び環境保

全の見地からの意見を記載し、持参、郵

送（当日消印有効）で〒 163-8001 新宿区西

新宿 2-8-1 東京都環境局総務部環境政策課 

（☎ 03・5388・3406）へ。

〈都市計画変更案・環境影響評価書案説明会〉

【日時】10月28日午後 7時～ 9時・29日

午後 2時～ 4時※２回とも同じ内容です。

【場所】福東会館（大字熊川 1662-7）

※駐車場はありません。

【問合せ】東京都都市整備局都市基盤部街路

計画課☎ 03・5388・3328、東京都建設局道

路建設部計画課☎ 03・5320・5323、市役所

まちづくり計画課☎ 551・1952

障
害
者
を
虐
待
か
ら
守
り
ま

し
ょ
う

　

障
害
者
が
家
族
、

施
設
な
ど
の
職
員
、

会
社
の
事
業
主
な
ど

に
虐
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
い
た
ら
、
ひ
と
り
で
抱
え
込

ま
ず
、
障
害
福
祉
課
内
相
談
窓

口
「
福
生
市
障
害
者
虐
待
防
止

セ
ン
タ
ー
」
に
通
報
し
て
く
だ

さ
い
。

　

虐
待
を
な
く
す
た
め
に
は
、

す
べ
て
の
人
が
協
力
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
域
ぐ
る
み

の
早
め
の
対
応
や
支
援
が
、
虐

待
さ
れ
て
い
る
障
害
者
だ
け
で

な
く
、
虐
待
し
て
い
る
家
族
な

ど
が
抱
え
る
問
題
の
解
決
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。

◎
通
報
や
届
け
出
を
し
た
人
の

情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。

障
害
者
手
当
・

心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
の
申
請
を
お
忘

れ
な
く

　

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
、
特

殊
疾
病
患
者
福
祉
手
当
、
心
身

障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
等
に

該
当
す
る
方
は
、
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

各
種
手
当
や
助
成
制
度
で
要

件
が
異
な
り
ま
す
。

　

過
去
に
非
該
当
通
知
、
受
給

資
格
消
滅
通
知
等
を
受
け
取
ら

れ
た
方
で
も
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
場
合
に
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
問
合
せ
】
障
害
福
祉
課
☎
551
・

１
７
４
２

下
水
道
に
油
を
流
さ
な
い
で

「
油
・

断
・

快
適
！　

下
水
道
」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

キ
ッ
チ
ン
か
ら
流
れ
た
油

は
、
下
水
道
管
の
つ
ま
り
や
悪

臭
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
鍋
や

食
器
に
つ
い
た
油
汚
れ
は
、
洗

う
前
に
ふ
き
取
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
行
動
が
川
や
海
の
良
好

な
水
環
境
に
つ
な
が
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
施
設
課
下
水
道
グ

ル
ー
プ
☎
551
・
１
９
６
８

食
品
ロ
ス
を
減
ら
そ
う
！

　

日
本
で
は
、
年

間
約
632
万
ト
ン
の

食
品
ロ
ス
（
ま
だ

食
べ
ら
れ
る
食
品
が
廃
棄
さ
れ

る
こ
と
）が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
東
京
都
民
１
，
３
０ 

０
万
人
す
べ
て
の
人
が
、
１
年

間
に
食
べ
る
量
に
相
当
し
ま

す
。

　

食
品
ロ
ス
の
約
半
数
は
家
庭

で
発
生
し
て
い
る
た
め
、
家
庭

で
で
き
る
身
近
な
工
夫
で
食
品

フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
西
多
摩
か

ら
の
お
知
ら
せ

▼
臨
時
休
館

　

定
期
点
検
の
た
め
、
10
月
4

日

は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

▼
切
り
絵
展

　

紙
を
切
り
抜
い
た
独
特
な
風

合
い
が
魅
力
の
切
り
絵
を
展
示

し
ま
す
。

【
期
間
】
10
月
18
日

～
30
日

▼
教
室
案
内

①
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
…
毎
週
水

曜
日
午
後
1
時
～
2
時

②
ヨ
ー
ガ
教
室
…
毎
週
木
曜
日  

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

【
参
加
費(

1
回)

】 

①
・
②

と
も
、
福
生
市
、
青
梅
市
、
羽

村
市
、瑞
穂
町
在
住
の
方
800
円
、 

そ
の
他
の
地
域
に
在
住
の
方

１
，
１
０
０
円

※
参
加
費
は
、
教
室
と
入
浴
3

時
間
の
セ
ッ
ト
料
金
で
す
。
回

道路管理者から、道路の適正使用のお願い

▼道路に段差解消板、ブロック、植木鉢等を設置しない

でください

　平成 20 年の道路交通法改正により、自転車の車道左

端通行の原則が徹底されています。車両等の出入りのた

めの段差解消板やブロック、また植木鉢等、障害物が置

いてあると大変危険です。法律で道路上にこれらを置く

ことはできません。置かないようにお願いします。

　なお、敷地と道路との段差を解消したい場合は、自

費 ( 個人負担 ) で歩道の切り下げ工事を行っていただ

きます。事前に道路法に基づき、工事の承認申請手続

きが必要です。道路管理者へご相談ください。

　事故防止のためにも皆さんのご協力をお願いします。

【問合せ】〈都道に関すること〉西多摩建設事務所管理

課監察担当☎ 0428・22・7216〈市道に関すること〉道

路公園課管理グループ☎ 551・1969

数
券
、
サ
ー
ビ
ス
券
な
ど
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン

ド
西
多
摩
☎
570
・
２
６
２
６　

 

ロ
ス
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

【
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す
工
夫
】

①
買
い
物
前
に
冷
蔵
庫
な
ど
の

在
庫
確
認
を
し
て
、
買
い
す
ぎ

な
い
。

②
長
ネ
ギ
の
緑
の
部
分
を
き
ざ

ん
で
餃
子
の
具
に
す
る
な
ど
、

余
っ
た
食
材
を
他
の
料
理
に
利

用
し
、
使
い
切
る
、
食
べ
き
る
。

③
す
ぐ
使
う
食
材
は
、
買
い
物

の
と
き
に
、
手
前
に
陳
列
さ
れ

て
い
る
も
の
か
ら
選
ぶ
。

【
問
合
せ
】
環
境
課
ご
み
対
策

係
☎
551
・
１
７
３
１

11
月
の
女
性
悩
み
ご
と
相
談 

～
羽
村
市
と
の
共
同
事
業
～

〈
福
生
市
〉【
日
時
】

９
日

午
前
9
時

～
午
後
1
時

【
場
所
】
市
役
所
1
階
第
1
相

談
室

〈
羽
村
市
〉【
日
時
】
2
日

・

16
日

・
30
日

午
後
1
時
30

分
～
4
時
30
分

【
場
所
】
羽
村
市
役
所
1
階
市

民
相
談
室

※
福
生
市
・
羽
村
市
在
住
の
女

性
で
し
た
ら
、
ど
ち
ら
の
市
へ

も
申
込
み
可
。
予
約
制
で
先
着

3
人
ま
で
。

【
申
込
み
】
相
談
日
の
1
か
月

前
か
ら
福
生
市
秘
書
広
報
課
広

報
広
聴
係
☎
551
・
１
５
２
９
、

羽
村
市
市
民
相
談
係
☎
555
・
１ 

１
１
１
（
内
線
５
４
１
）
へ
。

【
問
合
せ
】
障
害
者
虐
待
防
止

セ
ン
タ
ー
☎
551
・
１
５
１
１

「福生都市計画道路 3・3・3 の 1 号
新五日市街道線」に関する都市計画
変更案・環境影響評価書案の縦覧及
び説明会について

市民活動推進事業　地域の居場所づくりと
は　～「子ども食堂」を通して考える～　


